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令和８年度南三陸町起業化計画募集要領 

 

  この要領は、南三陸町起業支援補助金交付要綱（平成２２年告示第１８

号、以下「要綱」という。）第３条の規定に基づき定めるものです。また、

起業化計画の募集手続き等についてもこの要領に定めています。  

本事業は、地域資源を活用した経済活動を行うための起業をしようとす

る者に対し支援措置（南三陸町起業支援補助金）を講ずることにより、産

業の振興を図り、もって、地域の活性化と雇用の創出に資することを目的

とします。  

なお、支援措置を受けるためには、起業化計画の認定を受ける必要があ

り、その後の補助金交付申請となります。  

 

【起業化支援事業の一連の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．起業化計画                       

１－１ 応募要件（要綱第５条関係） 

  次の全ての要件を満たすことが必要となります。  

 （１） 町内に事業所を有し、又は有する見込みの個人、団体又は法人で

あること。  

 （２） 個人にあっては、町内に住所を有する者又は補助金の交付の申請

を行おうとする日の前日までに町内に住所を有する見込みの者。  

 （３） 中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）第１１条に該

当するフランチャイズ・チェーンに加盟していない者。  

 （４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成３年法 

律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団に関係しない者。 

（５） 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に該当する子会  

   社でないこと  

（６） 事業を開始していない者又は既に事業を行っており、事業開始後  
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   ２年以内の者  

（７） 町税等の滞納がない者。 

 

１－２ 応募手続き（第６条関係） 

 （１） 応募方法  

     起業化計画の募集に応募しようとする者は、「１－３ 募集期間」

に定める期日までに、応募書類を商工観光課商工業立地推進係に持

参又は郵送により提出してください。  

 （２） 応募書類  

    ア 起業化計画応募申込書（様式第１号）  

    イ 起業化計画書（様式第２号）  

ウ 完納証明書  

    エ その他必要な書類  

     ① 新規に起業する事業所の位置図及び写真  

② 起業化計画書（様式第２号）の３から６の項目について

は、独自で調製等されている資料があれば、それを添付して

ください。この場合、起業化計画書（様式第２号）の３から

６に該当する項目への記載は不要です。  

 （３） 提出部数  

     １部  

 （４） 応募書類の提出先  

     南三陸町商工観光課商工業立地推進係  

     〒９８６－０７２５  

     宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１０１番地  

 （５） 応募に係る留意事項  

    ア 起業化計画書の提出に必要な費用は応募者の負担とします。  

    イ 提出された応募書類は返却いたしません。  

    ウ 応募書類提出後の内容変更は不可とします。  

    エ 必要により応募書類の内容については、関係機関に照会する場

合があります。  

 

１－３ 募集期間（応募書類の受付期間） 

 （１） 募集期間  

     令和８年４月２４日（金）から令和８年６月３０日（火）まで  

 （２） 持参による応募の場合の受付時間  

     午前９時から午後５時までとします（ただし、閉庁日を除く。）。 

 （３） 郵送等による応募の場合の注意事項  
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    ア 募集期間最終日の午後５時必着とします。  

    イ 表面に「起業化計画応募申込書在中」と朱書きしてください。 

 

１－４ 起業化計画の審査（第３条、第８条関係）  

 （１） 審査にあたっては、南三陸町起業化計画認定審査会（以下「審査

会」という。）を開催します。  

 （２） 審査会においては、提出された起業化計画書及び応募者によるプ

レゼンテーションにより、（３）に定める審査基準に照らした総合

的な審査を行います。なお、審査会の日程等は、応募者に別途、通

知します。  

 （３） 審査基準  

    ア 応募内容の地域貢献性  

    イ 応募内容の事業妥当性、事業実現性、事業継続性  

    ウ 応募内容の事業収支計画など  

 

１－５ 起業化計画の認定（第３条、第７条関係）  

 （１） 審査結果の通知  

      審査会終了後、採否を問わず、応募者に対して速やかに文書に

より通知します。  

 （２） 補助金交付申請  

      起業計画認定者は、支援措置（南三陸町起業支援補助金）を受

けることができますので、申請書を提出していただきます。  

 

１－６ 起業化計画の公表（第３条関係） 

   起業化計画書が認定された場合は、その取組内容や成果等について、 

随時、町のホームページや広報紙等で公表する場合があります。  

 

２．起業支援補助金                       

２－１ 補助対象事業（第２条別表１関係） 

補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たすことが

必要となります。 

 （１） 新たに開始する事業であること（既に事業を行っている者が新た

に他の業種の事業を開始する場合を含む。）。  

    ※「新たに開始する事業」については、総務省にて公表している「日

本標準産業分類」に照らし、総合的に審査します。  

 （２） 地域の資源（人材、技術力、原材料等）を活用して行う事業であ

って、地域課題の解決等、町の活性化に資するものと町長が認める
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事業であること。  

 （３） 継続が見込まれる事業であること。  

（４） 下記事業に該当しないこと。  

     日本標準産業分類における農業、林業、漁業、金融業及び保険業

（生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。）、不動

産業、娯楽業のうち興行団、競輪、競馬等の競争業、競技団、遊技

場、その他の娯楽業（マリーナ業、遊漁船業を除く。）、教育、学習

支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業のうち政治、

経済、文化団体及び宗教並びに外国公務、公務、風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条で規定されている風俗関連営業、その他公序良俗等の観点から

補助対象とすることが適当でないと認められる事業  

（５） 宗教活動、政治活動及び公序良俗に反する活動並びにこれらに類

する事業でないこと。  

 

   ※補助対象となる事業については、既に着手したものではなく、審

査会にて、事業が認定され、その後の補助金交付決定後に実施する

事業が対象となります。  

 

２－２ 補助対象経費（第２条別表１、第１８条関係） 

  補助の対象となる経費は以下のとおりです。ただし、他の制度による補

助金等の交付対象とした経費については除きます。  

 （１） 施設設備費  

ア 事業所の整備工事、設備・機械の購入に要する経費（法人税法

第２条第２３号の減価償却資産の施設設備）  

イ 土地、建物、設備・機械等の賃借に要する経費。ただし、対象

期間は、１２箇月以内とする。  

 （２） 雇用経費  

     雇用者（役員である者及びその家族を除き、雇用保険加入者に限

る。）に係る人件費。ただし、対象期間は、３箇月以内とする。  

 

    ※補助対象となる経費は、既に着手したものではなく、審査会に  

て、事業が認定され、その後の補助金交付決定後に発生する経費  

が対象となります。  

 

２－３ 補助額（第２条別表１関係） 

  補助対象経費のそれぞれの４分の３の額とし、当該４分の３の額に１， 

０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。  
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２－４ 補助限度額（第２条別表１関係） 

  一の個人、団体又は法人につき２，０００，０００円を限度とする。た

だし、町が産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１２７条第４

項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、経済産業省

関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７条

第１項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証

明を受けた者は、５００，０００円を上限に加算することができる。  

 

２－５ 補助金交付申請に係る留意事項（第１２条、第１７条関係） 

 （１） 添付書類  

    ア 交付申請書（様式第２号）  

    イ 同意書（様式第３号）  

    ウ 起業化計画認定証の写し  

 （２） 補助金の返還  

      次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消

し、既に交付した補助金の全部を返還することとなります。  

    ア 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して２年以内に

許可なく営業を休止、又は廃止したとき。  

    イ 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して２年以内に

許可なく当初の計画を変更したとき。  

    ウ 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して２年以内に

許可なく営業を移転し、又は譲渡したとき。  

    エ 個人の場合においては、補助金の交付を受けた年度の翌年度か

ら起算して２年以内に許可なく住所を町外に異動したとき。  

    オ 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。  

 

 

 

問い合わせ先  

 南三陸町商工観光課商工業立地推進係  

 電話（直通） ０２２６－４６－１３８５  

ファクシミリ ０２２６－４６－５３４８  


